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芦屋市の給与・定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口

（27年１月１日）

 歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

25年度の人件費率 

26年度
              人

9 7 , 0 6 8

      千円

4 3 , 0 5 3 , 9 3 5

    千円

4 8 4 , 3 9 3

    千円

7 , 1 7 2 , 6 3 5

      ％

1 6 . 7

              ％

1 6 . 7

( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 職員数

    Ａ

給     与     費 ( 参 考 ) 一 人 当

たり給与費  

Ｂ／Ａ

(参 考 )類 似 団

体 平 均 一 人 当

た り 給 与 費  
給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当   計 Ｂ 

26年度
    人

6 6 6

    千円 

2 , 7 3 2 , 6 2 2

    千円 

1 , 1 0 6 , 8 1 9

    千円 

1 , 1 1 8 , 3 1 9

    千円 

4 , 9 5 7 , 7 6 0

千円

7,444

        千円

5 , 9 8 9

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

２ 職員数は，２６年４月１日現在の人数である。 

３ 給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており，職員数には当該職員を含んでいない。 

 (3) ラスパイレス指数の状況 

（注）１ ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため，国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。 
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２ 類似団体平均とは，人口規模，産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものである。 

３ 平成24年及び平成25年は，国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による

給与減額措置がないとした場合の値である。 

※ ２７年４月１日のラスパイレス指数が，①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合，②

３年連続で上昇している場合，③100 を超えている場合について，その理由及び改善の見込み 

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

①給料表の見直し 

［ 実施  未実施 ］ 

実施内容（平均引下げ率，実施（実施予定）時期，経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合はその理由）） 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日 

（内容）行政職給料表については，国の見直し内容を踏まえ，平均２．０５％の引下げを実施

しました。また，２級以上の級の高位号給については，本市のラスパイレス指数が高い状況に

あることも踏まえ，給料カーブ・間差額を是正するなど国では最大４．０％の引下げに対し，

本市は最大４．９％の引下げを行いました。 

なお，激変緩和のため，国に準じて３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給

保障）を実施しています。 

他の給料表についても，国の見直し内容を踏まえて給料表の改定を実施しました。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては，俸給表の水準の平均２％の引下げ及び

地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

芦屋市では，阪神・淡路大震災以降，復興財源を確保するために職員数の削減をはじめとし

た総人件費削減の取組を進めてきました。平成１５年度以降の行政改革実施計画においても，

職員数の削減及び給料を１２％～２％減額するなど職員給与の削減措置を掲げ総人件費の削

減に努めてきました。しかし，職員数を削減する反面，管理職の数の削減が進まなかったため，

平成１９年度以降，団塊の世代の大量退職に伴い，管理職の昇任年齢の低下が顕著になり，そ

れが給与削減措置の終了と併せてラスパイレス指数を年々上昇させる原因となっています。 

そのため，平成２４年度からの行政改革実施計画では職員給与等の適正化を掲げ，組織を見

直し，管理職ポスト数を適正化することによって昇任年齢を元の状態に戻す取組を進めるとと

もに，普通昇給の抑制やラスパイレス指数が高い傾向にある課長級以上の給料表については，

給与制度の総合的見直し時には国以上の引下げを実施し，人事院勧告でプラス勧告がされても

改定しないなどの措置を行ってきました。 

しかしながら，ラスパイレス指数を平成１９年以前の１００未満の数値まで漸減させていく

には，これまでの取組だけでは時間を要することから，即効性を重視し，平成２８年４月１日

から部長級については給料月額の５％，課長級については給料月額の３％の減額措置を実施し

ています。 
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②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

③その他の見直し内容 

２ 職員の平均給与月額，初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（２７年４月１日現在）

①一般行政職

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

(国比較ベース)

芦屋市      39.1歳      308,100円     451,866円     414,733円

兵庫県     44.4歳      339,700円     432,182円 390,192円

国      43.5歳 334,283円 ―   408,996円

 類似団体      42.3歳      319,936円     394,984円     355,183円

②技能労務職 

ア 公務員 

区  分 平 均 年 齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

(A )  

平均給与月額

（国ベース）

芦屋市 45.3歳 99 人 335,000円 444,857円 411,274円

 うち清掃職 44.3歳 29 人 340,500円 473,489円 418,089円

うち調理職 39.0歳 24 人 275,900円 360,184円 344,217円

兵庫県 53.0歳 550 人 335,200円 400,005円 368,982円

国 50.2歳 2,994 人 289,141円 ― 328,318円

類似団体 50.0歳 32 人 317,404円 355,113円 338,663円

平成２７年１月１日昇給については，国家公務員は１号俸抑制しているところを本市は２号

給の抑制を実施しました（平成２７年１月１日実施）。また，管理職員特別勤務手当及び単身

赴任手当については，国の制度に準じて同様の見直しを実施しています（平成２７年４月１日

実施）。

（支給割合）国基準１５％に対し，芦屋市においても１５％を支給。 

（実施時期）平成２７年１月１日 

（参考） 

平成２６年度

の支給割合 

平成２７年度の支給割合 見直し後の支給

割合 

（ H28.4.1）  

４月１日時点 遡及改定後 

国 基 準 に よ る

支給割合 
１５％ １５％ 遡及改定なし １５％ 

芦 屋 市 の 支 給

割合 
１４％ １５％ 遡及改定なし １５％ 
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   イ 民 間 

市職種

区分 

対応する民間の

類似職種 

平 均

年 齢

平均給与月額

(B )  ( A / B )

（参考）年収ベース（試算値）の比較

公 務 員  

( C )  

民 間  

( D )  ( C / D )

清 掃 職 廃棄物処理業従業員 44.9歳  289,500円 1 . 6 4 7,500,968円 3,952,300円 1.90

調 理 職 調理士 41.9歳  271,200円 1 . 3 3 5,678,408円 3,567,300円 1.59

   ※民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成

24～26 年の３か年平均） 

   ※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において

完全に一致しているものではない。 

   ※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは，それぞれ平均給与月額を 12 倍したも

のに，公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当，民間においては前年に支給され

た年間賞与の額を加えた試算値である。 

③教育職（小・中学校，幼稚園）

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

芦屋市     42.7歳 369,800円     462,980円

兵庫県      42.3歳 361,922円     422,987円

類似団体     39.9歳 301,604円     335,703円

    （注）１ 「平均給料月額」とは，２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。 

２ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時

間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査

において明らかにされているものである。 

また，「平均給与月額（国比較ベース）」は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

(2) 職員の初任給の状況（２７年４月１日現在）

区    分 芦 屋 市 兵 庫 県 国 

一般行政職 
大 学 卒 183,100円 177,546円  174,200円

高 校 卒         153,600円 143,863円 142,100円

技能労務職 
高 校 卒         140,900円 140,525円             － 

中 学 卒 －             －             － 

教 育 職 
大 学 卒        208,100円 198,266円             － 

高 校 卒        －           176,269円             － 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）

    区    分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年 

一般行政職
大 学 卒         253,825円         386,900円          410,783円     440,933円

高 校 卒             － 円 340,900円 371,700円 399,400円

技能労務職
高 校 卒 （9年）201,000円 （21年）360,650円      359,900円 373,300円

中 学 卒 （11年）216,467円         324,900円  （24年）279,800円 （29年）371,400円

教 育 職
大 学 卒         297,100円  （21年）398,700円          436,900円 434,950円

高 校 卒             － 円             － 円              － 円       － 円
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況

(1)  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２７年４月１日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の 

給料月額 

最高号給の

給料月額 

１ 級 一般事務（技術）職 

人

５ ７  

％

１ ６ ．４  

    円

1 3 4 , 9 0 0  

    円

2 4 7 , 6 0 0  

２  級 一般事務（技術）職 

人

９ ５  

％

２ ７ ．４  

    円

2 0 4 , 7 0 0  

    円

3 7 1 , 0 0 0  

３  級 係長・主査・主任 

人

１ ０ ２  

％

２ ９ ．４  

    円

2 3 9 , 8 0 0  

    円

4 0 7 , 6 0 0  

特３級 課長補佐・主席係長（主任）

人

２ ２  

％

６ ． ３  

    円

2 6 0 , 3 0 0  

    円

4 3 1 , 4 0 0  

４  級 課長 

人

５ ８  

％

１ ６ ．７  

    円

2 7 7 , 0 0 0  

    円

4 6 7，1 0 0  

５  級 部長 

人

１ ３   

％

３ ． ７  

    円

3 6 9，6 0 0  

    円

5 1 2，1 0 0  

  （ 注）１ 芦屋市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 （注）平成２５年４月 1 日より 6 級を 5 級，特 5 級を特 4 級，5 級を 4 級，4 級を 3 級に変更してい

る。 
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(2) 昇給への勤務成績の反映状況

   全 職 員 に 対 し て 勤 務 成 績 の 評 定 を 実 施 し て い ま す 。 な お ， 平 成 ２ ２ 年 度 か ら は 課

長 級 以 上 を ，平 成 ２ ７ 年 度 か ら は 課 長 補 佐 級 ・ 係 長 級 以 下（ 企 業 職 給 料 表 及 び 技 能 職

給 料 表 適 用 者 を 除 く ） を 対 象 と し た 能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実 施 し て い ま す 。 

４ 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

芦  屋  市 兵  庫  県 国 

１人当たり平均支給額（２６年度） 

  １，５６６千円

１人当たり平均支給額（２６年度）

       １，８７９千円

― 

（２６年度支給割合） 

 期末手当    勤勉手当 

 ２ .６ 月分  １ .５ 月分 

(１.４５)月分 (０.７）月分 

（２６年度支給割合） 

 期末手当    勤勉手当 

 ２ .６ 月分  １.５ 月分 

(１.４５)月分 (０.７)月分 

（２６年度支給割合） 

 期末手当     勤勉手当 

 ２ .６ 月分 １ .５ 月分 

(１.４５)月分 (０.７)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・ 役 職 加 算  ５ ～ ２ ０ ％  

 （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算   ５～２０％ 

（抑制後５～１２％）

・ 管理職加算 １０～２０％ 

（抑制後６～１１％）

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算   ５～２０％ 

・ 管理職加算 １０～２５％ 

 （注） (  )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

  ○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職） 

 平 成 ２ ２ 年 度 か ら は ， 課 長 級 以 上 を 対 象 と し た 能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実

施 し て お り ， 平 成 ２ ３ 年 度 か ら そ の 評 価 結 果 を 勤 勉 手 当 へ 反 映 さ せ て い ま す 。  

 平 成 ２ ７ 年 度 か ら は 課 長 補 佐 級・係 長 級 以 下（ 企 業 職 給 料 表 及 び 技 能 職 給 料 表 適

用 者 を 除 く ） を 対 象 と し た 能 力 ・ 業 績 に 基 づ く 人 事 評 価 を 実 施 し て お り ， 平 成 ２ ８

年 度 か ら そ の 評 価 結 果 を 勤 勉 手 当 へ 反 映 さ せ る こ と と し て い ま す 。  

 (2) 退職手当（２７年４月１日現在）

芦    屋    市  国   

（支給率）     自己都合 定年前早期・定年

勤 続 2 0 年        20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年        29.145月分 34.5825 月分

勤 続 3 5 年          41.325月分  49.59   月分

最高限度額     49.59 月分  49.59   月分

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

1人当たり平均支給額 71 3千円   25,479千円

（支給率）     自己都合    応募認定・定年

勤 続 2 0 年        20.445月分  25.55625月分 

勤 続 2 5 年        29.145月分  34.5825 月分 

勤 続 3 5 年          41.325月分   49.59   月分 

最高限度額     49.59 月分   49.59  月分 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，２６年度に退職した職員に支給された平均額である。    
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(3) 地域手当（２７年４月１日現在） 

支 給 実 績（２６年度普通会計決算） 419,580千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６度決算） 593,465円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

市 内 全 地 域  １５  ％   ７０７ 人 １５  ％

地 域 手 当 補 正 後 ラ ス パ イ レ ス 指 数  

（ ラ ス パ イ レ ス 指 数 ）  

１０４．７ 

（１０４．７）

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは，地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公

務員の給与水準を比較するため，地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。） 

(4) 特殊勤務手当（２７年４月１日現在） 

支給実績（２６年度普通会計決算）                     ３９，４１７千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）                      １０３，７２９円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度）                        ５２．６３％

手当の種類（手当数） １ ２  

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防 疫 手 当
感染症患者，物件等の処理作業

に従事した職員 

感染症患者，物件等の処理

作業 
日額 ３００円 

行旅病人等処置手当
行旅病人・行旅死亡人の収容等

の処置作業に従事した職員 

行路病人等の収容と収容

の処置作業 
１回 １，６００円以内 

汚 物 取 扱 手 当 汚泥，汚物を取扱う職員 
臨時又は緊急の必要によ

る汚泥，汚物の処理 
１回 １８０～１，５００円 

非 常 作 業 手 当
勤務時間外に災害対策業務のた

め出勤し業務に従事した職員 

勤務時間外での災害対策

業務 
１時間 ２００～日額 ２，４００円

交 替 制 勤 務 手 当 消防職員等 深夜等に勤務したとき １回 ３５０～１，５９０円 

消 防 業 務 手 当 消防署職員 災害出動，救急業務等 １回 １００～６００円 

技 術 技 能 手 当
薬剤職，医療技術職，栄養職，

看護職等 

特殊な技術・技能を必要と

する業務 
日額 １６０～４２０円 

特 殊 事 務 手 当

福祉保護現業業務，用地買収・

折衝業務，動物の死体受取業務

等に従事した職員 

福祉保護現業業務，用地買

収等業務，動物の死体受取

業務等 

日額 １２０～７０５円 

教 員 特 殊 業 務 手 当 教育職員 
非常災害時の生徒の保護

等 
日額 ２，４００～６，４００円 

教育業務連絡調整手当 市立幼稚園教諭 主任の職務にかかる業務 日額 ２００円 

年末年始等特別勤務手当
１２月２９日～翌１月３日に特

別の業務に従事した職員 
年末年始期間の業務 日額 ５，０００円 

技 能 現 場 作 業 手 当 技能長の業務に従事 

高度の技能と経験を必要

とする業務を行う技能職

員 

月額 １６，０００円 
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(5) 時間外勤務手当

支給実績（２６年度普通会計決算） 150,441千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 391千円

支給実績（２５年度普通会計決算） 131,034千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 363千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（２６年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはな

らない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含む。 

(6) その他の手当（２７年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価
国の制度

との異同

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(26年度決算)

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（26年度決算）

扶 養 手 当

配偶者 

配偶者以外 

配偶者がいない場合そ

のうち１人について 

特定期間の加算 

13,000円

6,500円

11,000円 

5,000円 同 じ － 

千円

68,594

円

228,647

※満16歳の年度始めから満22歳の年度

末までの扶養親族である子に係る1人当

たりの加算額 

住 居 手 当

家賃支払者 

持家居住者 

33,500円以内

9,900円
異なる

手当額。持家居住者に

支給 

千円

110,227

円

216,556

通 勤 手 当

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55,000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて 

支給 

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 

千円

82,481

円

146,243

管理職手当

部  長 

次  長 

課  長 

保育所長 

課長補佐 

係  長 

係  長 

（施設管理者）

101,000円 

83,000円 

73,000円 

63,000円 

34,000円 

24,000円 

43,000円 

異なる
役職に応じて定額で

支給 

千円

184,461

円

740,807

休日勤務手当
休日における正規の勤務時間中の勤

務 
同 じ － 

千円

33,739

円

170,399
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５ 特別職の報酬等の状況（２７年７月１日現在）

区     分 給 料 月 額 等

 給 

 料 

 市      長 

副   市   長  

教   育   長  

1,061,000円 

885,000円 

732,000円 

（参考）類似団体における最高／最低額

      1,061,000円／  440,000円 

        885,000円／   375,000円 

－ 

 報 

 酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

                737,000円 

                653,000円 

                591,000円 

        737,000円／  310,000円 

        653,000円／  245,000円 

        591,000円／  222,000円 

期 

末 

手 

当 

市      長 

副   市   長  

       （２６年度支給割合） 

４．１ 月分（役職加算２０％） 

議     長 

副  議  長 

議     員 

       （２６年度支給割合） 

４．１ 月分（役職加算２０％） 

退  

 職 

 手 

 当 

市      長 

副   市   長  

教   育   長  

 （算定方式）        （１期の手当額）       （支給時期） 

1,061,000×在職月数×0.43     21,899,040円       任期毎 

   885,000×在職月数×0.26      11,044,800円       任期毎 

  732,000×在職月数×0.18       6,324,480円       任期毎 

  (注) 退職手当の「１期の手当額」は，７月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期 

（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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６ 職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在） 

      区 分

部 門 

職 員 数（人） 対前年増減数

（人） 
主な増減理由 

平成２６年 平成２７年

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会 ８ ８

業務量増加対応 

新制度に伴う業務量増加対応等 

業務量増加対応 

業務量増加対応 

業務量増加対応 

総  務 ９６ １０４ ８

税  務 ３５ ３５

民  生 １７３ １７９ ６

衛  生 ５７ ６１ ４

労  働 １ １

農林水産 １ ２ １

商  工 １ １

土  木 ６１ ６４ ３

計 ４３３ ４５５ ２２

＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 4.71人 

類団人口1,000人当たり職員数 5.37人 

教  育  部

門 

１４１ １４２ １ 業務量増加対応 

消防力の充実 消  防  部

門 

９３ ９５ ２

小  計

Ａ 
６６７ ６９２ ２５

＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 7.16人 

類団人口1,000人当たり職員数 7.16人 

公営企業

等 

会計部門

病  院 ２２５ ２３６ １１ 病院事業の拡大 

業務の民間委託 

業務量増加対応 

水  道 ３８ ３８

下 水 道 ２３ ２０ ▲３

そ の 他 ２７ ２８ １

小計 Ｂ ３１３ ３２２ ９

合  計 Ａ＋Ｂ
９８０

［１，０７０］

１，０１４

［１，０７０］

３４ ＜参考＞ 

人口1,000人当たり職員数 10.50人 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ [     ]内は，条例定数の合計である。 
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( 2 )  年齢別職員構成の状況（２７年４月１日現在） 

区 分

20歳

未満

20歳

～

23歳

24歳

～

27歳

28歳

～

31歳

32歳

～

35歳

36歳

～

39歳

40歳

～

43歳

44歳

～

47歳

48歳

～

51歳

52歳

～

55歳

56歳

～

59歳

60歳

以上

計 

職員数 1 56 127 156 77 108 100 96 68 111 106 8 1,014

 (3) 職員数の推移

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

年 度

部 門 別  

平 成  

22 年

平 成  

23 年

平 成  

24 年

平 成  

25 年

平 成  

26 年

平 成  

27 年

過 去 5 年 間 の  

増 減 数 (率 ) 

一 般 行 政  420 422 432 432 433 455 35(8.3％)

教 育  
155 152 148 142 141 142 ▲13(▲8.4%)

消 防  89 90 91 90 93 95 6(6.7%)

普 通 会 計 計  664 664 671 664 667 692 28(4.2%)

公 営 企 業 等 会 計 計 279 281 296 308 313 322 43(15.4%)

総 合 計  943 945 967 972 980 1,014 71(7.5%)

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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７ 公営企業職員の状況

（1） 芦屋市水道事業 

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分

総費用 

 Ａ

純損益又は

実質収支 

職員給与費 

Ｂ

総費用に占める

職員給与費比率

    Ｂ／Ａ

 (参考) 

２５年度の総費用に占

める職員給与費比率 

26年度
  千円

2 , 3 0 4 , 3 4 8

       千円

▲ 162 , 4 1 7

     千円

3 2 3 , 3 1 1

           ％

1 4 . 0

                ％

1 7 . 2

区  分 職員数

    Ａ

給     与     費 
一人当たり 

給与費 B / A

（ 参 考 ）市 町 村

平 均 一 人 当 た

り 給 与 費  

給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計  Ｂ

26年度
    人

4 2  

    千円

1 6 9 , 1 0 0

    千円

8 4 , 2 6 2

    千円

6 9 , 9 4 9

    千円

3 2 3 , 3 1 1

       千円

7 , 6 9 8

       千円

6 , 2 1 9

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は，平成２７年３月３１日現在の人数である。 

イ  特記事項 

給 与 の 抑 制 措 置  

     ・ 給 料 の 減 額 （ ５ ５ 歳 を 超 え る 課 長 級 以 上 １ ． ５ ％ ）  

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

芦屋市水道事業      43.11歳     408,443円   655,572円

団 体 平 均       44.9歳     348,021円   517,229円

       （注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

芦 屋 市 水 道 事 業 団 体 平 均 

１人当たり平均支給額（２６年度）    

             １，６６５千円

１人当たり平均支給額（２６年度）    

            １，４８４千円 

（２６年度支給割合） 

     期末手当        勤勉手当 

    ２ ． ６ 月分      １ ． ５ 月分 

   (１ ． ４ ５ )月分   (０ ． ７ )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

５ ～ ２ ０ ％  

       (注)  (  )内は，再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（２７年４月１日現在）

芦    屋    市  団 体 平 均   

（支給率）     自己都合 定年前早期・定年

勤 続 2 0 年        20.445月分 25.55625月分

勤 続 2 5 年        29.145月分 34.5825 月分

勤 続 3 5 年          41.325月分  49.59   月分

最高限度額     49.59 月分  49.59   月分

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

1人当たり平均支給額   ０円     ０円 1人当たり平均支給額      15,286千円 

 （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は，２６年度に退職した職員に支給された平均額である。   

    （平成２６年度は退職者なし。）  

ウ 地域手当（２７年４月１日現在）

支 給 実 績（２６年度決算）           26,127千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）                  622,082円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

市 内 全 地 域         15％           38人              15％ 

エ 特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

支給実績（２６年度決算）                       ２，３５１千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）                      ７３，４８４円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）                       ７６．１９％

手当の種類（手当数） ６

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

有 害 物 取 扱 手 当 浄水場に勤務する職員 
浄水場での次亜塩素の取替え

作業業務 
１回１２０円 

非 常 作 業 手 当

予期しない出水，浸水その他著し

く困難な作業条件下にかかわら

ず緊急に又は，強行に作業に従事

した職員 

予期しない出水，浸水その他

著しく困難な作業条件下にか

かわらず緊急に，又は強行に

作業に従事したとき 

１回４００～１，２００円 

交替制勤務手当 奥山浄水場に勤務する職員 交替制勤務に従事したとき １回１，２４０円 

待 機 手 当 奥山浄水場に勤務する職員 夜間勤務での待機 １回５，９００円 

年末年始等特別

勤 務 手 当

１２月２９日～翌年１月３日に

特別の業務に従事した職員 
年末年始期間の業務 日額５，０００円 

特 殊 事 務 手 当
水道料金の滞納精算及び停水処

分に従事した職員 

水道料金の滞納清算及び停水

処分に従事したとき 
１日２３０円 

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ２ ６ 度 決 算 ）                 25,321千円

職員１人当たり平均支給年額（２６度決算） 1,013千円

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）                 25,326千円

職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 1,055千円
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カ その他の手当（２７年４月 1 日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職の制度

と異なる内容 

支給実績 

(26年度決算)

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（26年度決算）

扶養手当

配偶者 

配偶者以外 

配偶者がいない場合そ

のうち１人について 

特定期間の加算 

13,000円

6,500円

11,000円 

5,000円
同 じ － 5,094千円 221,457円

※満16歳の年度始めから満22歳の年度

末までの扶養親族である子に係る1人当

たりの加算額 

住 居 手 当
家賃支払者 

持家居住者 

33,500円以内 

9,900円 
同 じ － 5,286千円 176,192円

通勤手当

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55，000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて 

支給 

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 6,988千円 188,854円

管 理 職

手   当

部  長 

次  長 

課  長 

課長補佐 

係  長 

係  長 

（施設管理者）

101,000円 

83,000円 

73,000円 

34,000円 

24,000円 

43,000円 

同 じ － 11,710千円 731,883円

(2) 芦屋市病院事業

① 職員給与費の状況

    ア 決算

区 分

総費用 

 Ａ

純損益又は

実質収支 

職員給与費

Ｂ

総費用に占める

職員給与費比率

    Ｂ／Ａ

 (参考) 

２５年度の総費用に占

める職員給与費比率 

26年度
  千円

5 , 9 5 9 , 8 3 3

       千円

▲ 1,1 9 8 , 8 5 6

     千円

1 , 7 1 0 , 5 9 7

           ％

2 8 . 7

                ％

3 3 . 3

区  分 職員数

    Ａ

給     与     費 
一人当たり 

給与費 B / A

（ 参 考 ） 市 町 村

平 均 一 人 当 た り

給 与 費  

給  料 職員手当 期 末 ･ 勤 勉 手 当 計  Ｂ 

26年度
    人

2 2 8  

    千円

8 6 6 , 4 2 9

    千円

4 7 3 , 5 2 6

    千円

3 7 0 , 6 4 2

    千円

1 , 7 1 0 , 5 9 7

       千円

7 , 5 0 3

       千円

6 , 7 8 9

     （注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は，平成２７年３月３１日現在の人数である。 

イ  特記事項 

給 与 の 抑 制 措 置  

     ・ 給 料 の 減 額 （ 企 業 職 給 料 表 適 用 者 の み ）  

（ ５ ５ 歳 を 超 え る 課 長 級 以 上 １ ． ５ ％ ）  
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② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

芦屋市病院事業（医師）       46.1歳    605,675円 1,298,917円

芦屋市病院事業（看護師） 36.11歳 336,464円 525,808円

芦屋市病院事業（事務職員） 34.7歳 310,066円 534,598円

       （注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

芦 屋 市 病 院 事 業 団  体  平  均  

１人当たり平均支給額（２６年度）    

           １，６１９千円 

１人当たり平均支給額（２６年度）    

           １，３３２千円 

（２６年度支給割合） 

      期末手当       勤勉手当 

     ２ .６ 月分     １ .５ 月分 

     (１ .４ ５ )月分  (０ .７ )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

５～２０％ 

       (注)  (  )内は，再任用職員に係る支給割合である。 

イ 退職手当（２７年４月１日現在）

芦 屋 市 病 院 事 業 団  体  平  均  

（支給率）     自己都合  定年前早期・定年 

勤 続 2 0 年        20.445月分 25.55625月分 

勤 続 2 5 年        29.145月分 34.5825 月分 

勤 続 3 5 年          41.325月分  49.59   月分 

最高限度額     49.59 月分  49.59   月分 

その他の加算措置  

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

1人当たり平均支給額 1, 3 3 5千円   23,462千円 １人当たり平均支給額     4,910千円

       （注）退職手当の１人 当たり平均支給額は，２６年度に退職した職員に支給された平均額

である。 

ウ 地域手当

（２７年４月１日現在）

支 給 実 績（２６年度決算）          134,455千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）               605,652円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

市 内 全 地 域         15％

医師職は15.5％

         236人              15％ 
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エ 特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

支給実績（２６年度決算）                    １３１，９０７千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）                     ７９９，４３８円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度）                       ７２．３７％

手当の種類（手当数） １ １

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

防 疫 手 当
感染症患者等の救護，物件等の

処理業務に従事した職員 

感染症患者等の救護，物件等

の処理業務 
日額３００円 

非 常 作 業 手 当

勤務時間外に災害対策業務や

緊急の診療業務のために出勤

し業務に従事した職員 

勤務時間外での災害対策業務

や緊急の診療業務 

１時間２００円～ 

１回２，９００円

夜 間 看 護 手 当 助産師，看護師，准看護師 

交替制勤務により深夜に正規

の勤務時間として看護業務に

従事したとき 

１回２，０００円～ 

６，８００円

医師特別調整手当 医師職の職員 診療業務 
月額２００，０００円～ 

２８０，０００円

放 射 線 取 扱 手 当 医療技術職，看護職の職員 

放射線を人体に対して照射す

る業務又はその補助業務に従

事したとき 

月額７，０００円 

病 棟 勤 務 手 当 看護職の職員 
交替制勤務にて病棟に勤務し

たとき 
月額３，０００円 

救 急 入 院 手 当 医師職，看護職の職員 緊急の入院の対応業務 
１件５，０００円（医師職）

１件   ５００円（看護職）

解 剖 手 当 看護職，医療技術職の職員 解剖業務 １件３，０００円 

年 末 年 始 等 特 別

勤 務 手 当

１２月２９日～翌年１月３日

に特別の業務に従事した職員 
年末年始期間の業務 

１回１２，２００円（宿日直業

務）１時間１，７３０円（宿日

直業務以外） 

救 急 手 当
救急車両運転業務に従事した

職員 
救急車両運転業務 １回２４０円 

産 業 医 手 当 産業医 
職員の健康管理等の業務に従

事したとき 
月額５，０００円 

オ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）                 40,337千円

職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 232千円

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）                 37,529千円

職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算） 280千円
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カ その他の手当（２７年４月１日現在）

手 当 名 内容及び支給単価

一般行政職

の制度との

異同 

一般行政職の制度と

異なる内容 

支給実績 

(26年度決算)

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（26年度決算）

扶養手当

配偶者 

配偶者以外 

配偶者がいない場合そ

のうち１人について 

特定期間の加算 

13,000円

6,500円

11,000円 

5,000円 同 じ － 19,297千円 216,820円

※満16歳の年度始めから満22歳の年度

末までの扶養親族である子に係る1人当

たりの加算額 

住 居 手 当
家賃支払者 

持家居住者 

33,500円以内 

9,900円 
同 じ － 45,265千円 276,009円

通勤手当

交通機関利用者 6か月定期相当分 

（限度額：月55,000円） 

交通用具利用者 通勤距離に応じて 

支給 

（限度額：月31,600円） 

同 じ － 28,751千円 140,249円

管 理 職

手   当

（行政職給料表適用者） 

同 じ － 

47,937千円 978,315円

局  長

課  長

課長補佐

主  査

101,000円

73,000円

34,000円

24,000円

（医療職給料表適用者） 

異なる 区分及び金額 

病 院 長

副病院長

科 部 長

科 次 長

主任医長

医 長

副 医 長

136,000円

108,000円

93,000円

88,000円

76,000円

72,000円

43,000円

（医療技術職給料表,看護職給料表,

医療専門事務職給料表適用者） 

異なる 区分及び金額 

局   長

薬剤科部長

主任技師長

看 護 部 長

技 師 長

看 護 師 長

108,000円

93,000円

76,000円

72,000円
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８ 技能労務職員等の給与等の見直しにむけた取組方針

(1) 現状

   ① 職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等及び民間従業員データ（平成 27 年 4 月 1 日） 

     ２ (1)②のとおり 

②職種ごとの年齢別の人数（平成 27 年 4 月 1 日） 

③その他給与に関する事項 

ア 給料表 

    技能職給料表の１～４級を適用する。 

   イ 諸手当 

    扶養手当，地域手当，通勤手当，住居手当，特殊勤務手当，時間外勤務手当， 

休日勤務手当，期末手当，勤勉手当，退職手当 

   ウ 昇給基準 

    昇給日前１年間の勤務成績に応じ４号給（55 歳を超える職員については２号給）を標準として

昇給する。 

(2) 基本的な考え方 

技能労務職員については，平成１９年１０月に策定した行政改革実施計画に基づき，退職者の欠

員不補充を原則として，職員配置基準の見直しを検討する中で，事務事業の見直しを行い適正配置

に努めていく。 

 給与面に関しては，国，県，近隣市の動向を見ながら，適宜改正等の判断をしていく。なお，平

成２６年度より技能職給料表を適用した。 

(3) 具体的な取組内容 

①特殊勤務手当について，平成１７年度に火葬業務手当，雨中作業手当，危険物取扱手当及び変則

勤務手当を廃止し，その他の手当についても見直した。また平成２４年度に，年末年始等特別勤務

手当について見直しを行った。 

②昇給については，今後人事評価制度の導入を行い，その評価基準に応じた昇給制度を検討する。 

(4) その他 

技能労務職員については，原則，退職者の欠員不補充としており，今後，事務・事業の見直し

を行う中で，民間に委ねることができる業務については，行政責任の確保，市民サービスの維持

・向上等に留意しながら民間委託等を行っていく考えである。 

区  分 

 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

19 歳 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

全   体 
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1 3 4 8 7 6 9 12 14 18 17 0

うち清掃職 1 2 2 2 0 0 1 7 5 5 4 0

うち調理職 0 0 1 5 3 4 5 3 1 1 1 0

その他 0 1 1 1 4 2 3 2 8 12 12 0


